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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

神
鋼
機
器
、
米
村
鉄
工
及
び
鳥
取
電
機
な
ど
の
鳥
取
県
下
に
お
け
る
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
主 

意
書 昭

和
五
十
一
年
四
月
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

前 

尾 
繁 
三 

郎 

殿 

提 

出 

者 
 

野 

坂 

浩 

賢 

 

一 

 



 

鳥
取
県
下
に
お
け
る
神
鋼
機
器
工
業
株
式
会
社
（
鳥
取
県
倉
吉
市
海
田
東
町
一
一
二
番
地
、
以
下
神
鋼
機
器
と

い
う
）
、
株
式
会
社
米
村
鉄
工
所
（
鳥
取
県
米
子
市
夜
見
町
二
七
一
六
番
地
、
以
下
米
村
鉄
工
と
い
う
）
及
び
鳥
取

電
機
製
造
株
式
会
社
（
鳥
取
市
天
神
町
三
一
番
地
、
以
下
鳥
取
電
機
と
い
う
）
の
労
使
紛
争
は
今
や
大
問
題
と
な
つ

て
い
る
。
そ
こ
で
労
使
紛
争
の
原
因
、
経
過
な
ど
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
質
問
す
る
。 

一 

神
鋼
機
器
、
米
村
鉄
工
、
鳥
取
電
機
で
倒
産
、
分
裂
、
大
量
解
雇
、
基
準
法
違
反
、
不
当
労
働
行
為
な
ど 

 
 

 

で
、
労
使
の
紛
争
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
、
経
過
並
び
に
現
状
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

神
鋼
機
器
で
は
会
社
と
労
働
組
合
（
全
国
金
属
労
働
組
合
鳥
取
地
方
本
部
神
鋼
機
器
支
部
、
以
下
神
鋼
機
器

支
部
と
い
う
）
で
締
結
さ
れ
て
い
る
労
働
協
約
に
違
反
し
て
、
四
百
名
か
ら
の
希
望
退
職
の
募
集
を
行
い
、
神 

 
神
鋼
機
器
、
米
村
鉄
工
及
び
鳥
取
電
機
な
ど
の
鳥
取
県
下
に
お
け
る
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
主 

意
書 

三 

 



 

三 

米
村
鉄
工
で
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
ご
ろ
倒
産
、
全
員
解
雇
の
通
告
を
労
働
組
合
が
受
け
て
以
来
、
米
村

鉄
工
の
会
社
と
労
働
組
合
（
全
国
金
属
労
働
組
合
鳥
取
地
方
本
部
米
村
鉄
工
支
部
、
以
下
米
村
鉄
工
支
部
と
い

う
）
と
の
紛
争
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
間
、
米
村
鉄
工
支
部
は
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
、
鳥
取
県
地
方
労

働
委
員
会
に
不
当
労
働
行
為
救
済
申
し
立
て
を
行
い
、
労
働
基
準
監
督
署
に
労
働
基
準
法
違
反
の
申
告
が
な
さ 

鋼
機
器
支
部
よ
り
裁
判
所
に
仮
処
分
の
申
請
、
労
働
委
員
会
に
不
当
労
働
行
為
の
申
し
立
て
、
労
働
基
準
監
督

署
に
労
働
基
準
法
第
一
〇
四
条
に
基
づ
い
て
申
告
が
出
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
件
数
と
内
容
と
進
行

状
況
、
処
理
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
併
せ
て
、
神
鋼
機
器
は
株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所
（
神
戸
市
葺
合
区

脇
浜
町
一
ノ
三
ノ
一
八
、
以
下
神
戸
製
鋼
と
い
う
）
に
実
質
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
と
く
に

神
戸
製
鋼
内
に
神
鋼
機
器
の
神
戸
事
務
所
が
あ
り
、
主
製
品
で
あ
る
ガ
ス
ボ
ン
ベ
の
欠
陥
品
の
回
収
に
つ
い 

て
、
神
戸
製
鋼
が
責
任
を
負
つ
た
と
い
う
が
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
通
産
省
の
見
解
を
求
め
る
と
同
時
に
、
神

鋼
機
器
と
神
戸
製
鋼
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

四 

米
村
鉄
工
支
部
と
全
国
金
属
労
働
組
合
は
、
米
村
鉄
工
を
事
実
上
支
配
し
て
い
る
星
光
産
業
株
式
会
社
（
鳥

取
県
米
子
市
富
益
町
八
八
番
地
の
一
、
以
下
星
光
産
業
と
い
う
）
を
不
当
労
働
行
為
救
済
申
し
立
て
の
当
事
者

と
し
て
申
し
立
て
て
い
る
と
い
う
が
、
米
村
鉄
工
と
星
光
産
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
併

せ
て
、
米
村
鉄
工
の
紛
争
に
つ
い
て
、
鳥
取
銀
行
が
紛
争
解
決
に
つ
い
て
、
米
村
鉄
工
支
部
と
協
議
す
る
と
約

束
し
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
は
た
し
て
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
も
し
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
、

そ
の
進
行
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

鳥
取
電
機
で
も
、
会
社
の
人
員
整
理
提
案
と
並
行
し
て
、
不
当
労
働
行
為
が
行
わ
れ
、
労
働
組
合
が
分
裂
し

た
と
聞
い
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
不
当
労
働
行
為
が
行
わ
れ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

鳥
取
県
下
で
は
、
日
本
フ
ェ
ラ
イ
ト
株
式
会
社
鳥
取
工
場
（
鳥
取
市
岩
倉
一
〇
二
）
、
大
輪
工
業
株
式
会
社 

（
鳥
取
県
米
子
市
和
田
町
一
四
六
八
）
な
ど
で
、
す
で
に
大
量
解
雇
が
行
わ
れ
た
事
実
か
ら
み
て
、
雇
用
問
題
は 

れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
件
数
、
内
容
並
び
に
進
行
状
況
、
処
理
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

極
め
て
深
刻
に
な
つ
て
い
る
。 

神
鋼
機
器
、
米
村
鉄
工
、
鳥
取
電
機
の
紛
争
は
、
い
ず
れ
も
雇
用
問
題
か
ら
起
こ
つ
て
い
る
事
実
か
ら
み 

 

て
、
通
産
省
並
び
に
労
働
省
は
、
経
営
者
へ
の
い
か
な
る
指
導
並
び
に
解
決
案
が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

右
質
問
す
る
。 


